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赤
字
国
債
膨
張
の
財
政
構
造
分
析

〜
少
子
高
齢
化
が
財
政
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
〜

中
島
　
将
隆

は
じ
め
に

消
費
税
の
増
税
問
題
が
衆
議
院
選
挙
の
大
き
な
争
点
に
な
っ
て
き
た
。
消
費
税
の
引
上
に
つ
い
て
、
自
民
党
は
予
定
通
り
引
き
上

げ
る
も
の
の
増
税
分
は
社
会
保
障
以
外
の
分
野
に
も
充
当
す
る
、
希
望
の
党
は
消
費
税
の
引
上
は
凍
結
す
る
、
共
産
党
な
ど
他
の
野

党
は
引
上
に
反
対
で
あ
る
。
消
費
税
の
増
税
分
を
過
去
の
借
金
の
返
済
に
充
当
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
分
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス

の
均
衡
回
復
が
遅
れ
て
し
ま
う
。
政
府
は
、
早
々
と
、
二
〇
二
〇
年
目
標
で
あ
る
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
黒
字
化
を
諦
め
て
し

ま
っ
た
。
消
費
増
税
は
「
税
と
社
会
保
障
の
一
体
改
革
」
と
し
て
、
増
税
分
を
社
会
保
障
関
係
費
に
充
当
す
る
こ
と
、
加
え
て
過
去

の
債
務
返
済
に
充
当
し
財
政
再
建
に
資
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
、
こ
の
点
に
目
的
が

あ
っ
た
。
選
挙
の
争
点
を
み
る
と
、「
税
と
社
会
保
障
の
一
体
改
革
」
が
空
文
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
消
費
税
反
対
、

消
費
税
増
税
の
凍
結
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
維
持
、
こ
の
青
写
真
が
見
え
て
こ
な
い
。

衆
議
院
選
挙
の
争
点
を
冷
静
に
検
討
す
る
に
は
、
日
本
の
財
政
が
赤
字
国
債
発
行
に
依
存
す
る
現
状
、
危
機
に
直
面
し
て
い
る
社

会
保
障
制
度
の
問
題
点
、
こ
れ
を
し
っ
か
り
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
と
思
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
選
挙
の
争
点
を
念
頭
に
お

い
て
、
日
本
の
財
政
の
現
状
と
社
会
保
障
制
度
の
問
題
点
を
検
討
し
て
い
く
。



振
り
返
っ
て
み
る
と
、
日
本
の
財
政
は
短
期
間
で
赤
字
国
債
依
存
体
制
に
逆
戻
り
し
た
。
今
日
か
ら
す
れ
ば
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と

だ
が
、
一
九
九
〇
年
か
ら
一
九
九
三
年
ま
で
赤
字
国
債
発
行
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
。
赤
字
国
債
依
存
体
制
か
ら
脱
却
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
八
年
か
ら
赤
字
国
債
無
制
限
発
行
の
時
代
に
移
行
し
、
再
び
赤
字
国
債
依
存
体
制
へ
逆
行
し
た
。
今
日
で
は
、

日
本
の
政
府
債
務
は
フ
ロ
ー
・
ス
ト
ッ
ク
共
に
世
界
最
悪
で
あ
る
。
そ
し
て
、
財
政
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
、
財
政
再
建
が

国
際
公
約
に
も
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
な
ぜ
短
期
間
で
赤
字
国
債
依
存
体
制
に
逆
行
し
た
か
、
こ
の
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

１
　
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
財
政
構
造
の
特
徴

（
１
）
財
政
構
造
の
特
徴

バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
日
本
の
財
政
構
造
は
大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
図
表
１
を
み
る
と
、
一
般
会
計
の
財
政
支
出
は
一
貫
し
て

増
加
し
て
い
る
が
、
税
収
に
は
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
バ
ブ
ル
崩
壊
ま
で
の
税
収
は
歳
出
の
伸
び
と
パ
ラ
レ
ル
で
、
共
に
右

上
が
り
の
増
加
を
続
け
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
バ
ブ
ル
崩
壊
を
境
に
税
収
は
歳
出
と
対
照
的
に
右
下
が
り
と
な
り
、
横
ば
い
・
減
少

と
な
っ
て
い
る
。
近
時
点
を
み
る
と
税
収
は
や
や
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
消
費
増
税
の
影
響
が
大
き
い
。

国
債
は
歳
入
不
足
を
埋
め
る
た
め
発
行
さ
れ
る
が
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
国
債
発
行
額
は
増
加
し
て
い
く
。
こ
と
に
、
一
九
九
八
年

以
降
、
巨
額
の
赤
字
国
債
が
継
続
的
に
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
年
、
当
初
発
行
予
定
額
一
五
・
五
兆
円
に
対
し
て
発
行

実
績
は
三
四
兆
円
と
な
り
、
国
債
依
存
度
は
前
年
の
二
三
・
五
％
か
ら
四
〇
・
三
％
へ
と
倍
増
し
た
。
以
後
、
こ
の
水
準
が
今
日
ま

で
継
続
し
て
い
る
。

増
発
さ
れ
る
国
債
は
赤
字
国
債
で
あ
る
。
建
設
国
債
に
は
財
政
法
に
よ
っ
て
公
共
事
業
の
範
囲
内
と
い
う
制
限
が
課
さ
れ
て
い
る

が
、
赤
字
国
債
発
行
に
は
制
限
が
な
い
。
日
本
の
財
政
は
、
一
九
九
八
年
か
ら
赤
字
国
債
無
制
限
発
行
時
代
へ
移
行
し
た
の
で
あ
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る
。

（
２
）
一
般
会
計
の
歳
出
構
造
の
変
化

バ
ブ
ル
崩
壊
後
も
歳
出
は
一
貫
し
て

増
加
を
続
け
て
い
る
が
、
ど
の
分
野
の

歳
出
が
増
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
図

表
２
に
よ
っ
て
二
〇
一
七
年
度
の
一
般

会
計
歳
出
の
ウ
ェ
イ
ト
を
み
る
と
、
社

会
保
障
が
三
三
・
三
％
、
次
い
で
国
債

費
が
二
四
・
一
％
、
地
方
交
付
税
が
一

六
％
で
、
こ
の
三
つ
で
七
三
・
四
％
に

達
す
る
。
公
共
事
業
費
や
文
教
費
、
防

衛
費
は
三
つ
合
わ
せ
て
も
一
四
％
に
過

ぎ
な
い
。

社
会
保
障
費
の
ウ
ェ
イ
ト
は
、
一
般

会
計
歳
出
の
三
三
・
三
％
で
あ
っ
た

が
、
国
債
費
を
除
い
た
基
礎
的
財
政
収

支
で
は
四
四
％
、
国
債
費
と
地
方
交
付

（60）

図表１　財政の推移（一般会計）

（2017年度）
97.5

（1990年度）
69.3
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（年度）

借金で穴埋め
60.1

一般会計歳出

一般会計税収

公債発行額

（出所）財務省「これからの日本のために財政を考える」（2017）
http://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/201704_00_kanryaku.pdf



税
を
除
い
た
一
般
歳
出
の
ウ
ェ
イ
ト
は
五
六
％
に
達
す
る
。
一

般
歳
出
と
は
中
央
政
府
の
自
由
裁
量
の
予
算
だ
か
ら
、
今
日
で

は
社
会
保
障
関
係
費
が
実
際
の
予
算
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

社
会
保
障
関
係
費
は
、
い
つ
頃
か
ら
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占

め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
図
表
３
は
、
一
〇
年
ご
と

に
区
切
っ
た
歳
出
構
造
の
変
化
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。
一

九
九
〇
年
代
以
前
は
、
公
共
事
業
を
中
心
と
す
る
そ
の
他
項
目

が
財
政
支
出
の
過
半
を
占
め
て
い
た
が
、
九
〇
年
代
以
降
、
公

共
事
業
な
ど
の
そ
の
他
項
目
は
激
減
し
て
い
く
。
そ
れ
に
代
わ

っ
て
社
会
保
障
費
と
国
債
費
が
増
加
し
、
と
く
に
社
会
保
障
の

増
加
が
著
し
い
。
地
方
交
付
税
の
ウ
ェ
イ
ト
も
大
き
い
が
、
九

〇
年
代
と
比
較
す
る
と
、
今
日
で
は
減
少
し
て
い
る
。
歳
出
構

造
は
、
ほ
ぼ
一
九
九
〇
年
代
か
ら
大
き
な
変
化
を
と
げ
、
国
債
費
と
社
会
保
障
が
激
増
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。

（
３
）
社
会
保
障
関
係
費
の
増
加
が
財
政
膨
張
の
根
本
原
因

社
会
保
障
費
と
国
債
費
、
地
方
交
付
税
の
三
つ
が
大
き
な
歳
出
項
目
だ
が
、
こ
の
三
つ
は
性
格
の
異
な
る
歳
出
で
あ
る
。
国
債
費

は
発
行
済
み
の
国
債
の
償
還
費
と
利
払
費
で
あ
り
、
過
去
に
財
源
と
し
て
調
達
さ
れ
た
資
金
の
元
利
償
還
費
用
で
あ
る
。
国
債
費
は
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図表２　一般会計の歳出構造（2017年）

地方交付税
交付金等
15.6兆円
16.0%

公共事業
6.0兆円
6.1%

防衛
5.1兆円
5.3%

国債費
23.5兆円
24.1%

社会保障
32.5兆円
33.3%

その他
9.4兆円
9.7%

一般会計
歳出総額
97.5兆円

文教及び
科学振興
5.4兆円
5.5%

（出所）財務省「これからの日本のために財政を考える」（2017）
http://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_
data/201704_00_kanryaku.pdf



過
去
の
支
出
の
負
担
で
あ
っ
て
、
受

け
身
の
支
出
と
い
え
よ
う
。
地
方
交

付
税
は
、
中
央
政
府
が
地
方
政
府
に

代
わ
っ
て
徴
税
し
た
資
金
を
地
方
政

府
に
再
配
分
す
る
も
の
で
あ
り
、
政

府
資
金
の
移
転
に
す
ぎ
な
い
。
社
会

保
障
は
、
新
た
に
発
生
す
る
財
政
支

出
に
対
応
す
る
財
政
資
金
で
あ
る
。

従
っ
て
、
社
会
保
障
関
係
費
の
増
加

が
新
た
に
発
生
す
る
財
政
膨
張
の
根

本
要
因
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
な
ぜ
社
会
保
障
関
係
費

が
増
加
し
た
か

（
１
）
社
会
保
障
制
度
の
整
備
と

財
政
の
所
得
配
分
機
能

社
会
保
障
関
係
費
は
、
さ
き
に
み

た
よ
う
に
、
急
速
に
膨
張
を
続
け
て

（62）

図表３　財政支出構造の変化（一般会計）

国債費

地方交付税
交付金等

社会保障
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3.5

80

52.5

18.8
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00

38.5
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17.7

24.0

17

26.6

33.3

16.0

24.1

（年度）

その他
（公共事業、
敏育、防衛など）

1.5

（出所）財務省「これからの日本のために財政を考える」（2017年）
http://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/201704_00_kanryaku.pdf



い
る
。
一
般
会
計
に
占
め
る
社
会
保
障
関
係
費
は
、
一
九
六
〇
年
は
一
一
・
一
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
一
九
・
七
％
、

二
〇
一
七
年
に
は
三
三
・
三
％
に
飛
躍
的
に
増
加
し
た
。

社
会
保
障
関
係
費
が
増
加
す
る
第
一
の
理
由
は
、
社
会
保
障
制
度
の
整
備
で
あ
る
。
図
表
４
に
よ
っ
て
社
会
保
障
制
度
の
発
展
を

た
ど
っ
て
み
る
と
、
一
九
六
一
年
に
国
民
皆
保
険
・
皆
年
金
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
画
期
的
な
発
展
で
あ
っ
た
。
従
来
制

度
の
「
救
貧
」
か
ら
「
防
貧
」
へ
の
転
換
し
、
一
九
七
三
年
の
福
祉
元
年
へ
と
社
会
保
障
制
度
は
整
備
さ
れ
て
い
く
。
安
定
成
長
へ

の
移
行
と
共
に
社
会
保
障
制
度
の
見
直
し
も
進
む
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
介
護
保
険
が
開
始
さ
れ
、
少
子
高
齢
化
に
対
応
し
た
制
度

の
整
備
が
進
ん
で
い
っ
た
。

制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
く
と
、
社
会
保
障
給
付
費
は
増
大
し
て
い
く
。
図
表
５
を
み
る
と
、
社
会
保
障
給
付
費
は
一
九
九
〇
年
一

六
・
二
兆
円
が
二
〇
一
八
年
に
は
一
一
一
・
六
兆
円
に
激
増
し
て
い
る
。
図
表
４
と
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
制
度
の
整
備
に
対
応

し
て
給
付
費
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

社
会
保
障
給
付
費
が
増
加
す
る
と
、
必
然
的
に
財
政
負
担
も
増
加
し
て
い
く
。
社
会
保
障
は
保
険
方
式
と
公
費
負
担
方
式
の
二
つ

が
あ
る
が
、
日
本
の
場
合
、
保
険
方
式
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
公
費
で
補
完
さ
れ
る
複
合
方
式
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
給
付
が

増
え
る
と
公
費
負
担
も
増
加
し
て
い
く
。
し
か
し
、
単
な
る
増
加
で
は
な
く
、
給
付
費
の
増
加
以
上
に
公
費
が
増
え
て
い
る
点
に
注

目
す
る
必
要
が
あ
る
。

図
表
６
は
、
二
〇
一
七
年
度
予
算
に
み
る
社
会
保
障
給
付
費
の
内
訳
と
財
源
の
内
訳
で
あ
る
。
給
付
費
総
額
一
二
〇
・
四
兆
円
の

う
ち
年
金
が
五
六
・
七
兆
円
（
四
七
・
一
％
）、
医
療
三
八
・
九
兆
円
（
三
二
・
三
％
）、
介
護
一
〇
・
六
兆
円
（
八
・
八
％
）
と
な

っ
て
い
る
。
財
源
を
み
る
と
一
二
〇
・
四
兆
円
の
う
ち
積
立
金
の
運
用
収
入
な
ど
が
五
・
五
兆
円
で
、
一
一
四
・
九
兆
円
が
保
険
料

と
税
で
負
担
さ
れ
る
。
保
険
料
は
被
保
険
者
が
三
六
・
三
兆
円
（
三
一
・
八
％
）、
事
業
主
が
三
二
兆
円
（
二
七
・
八
％
）
で
合
計

（63）
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図表４　日本の社会保障制度の変遷

（出所）厚生労働省「社会保障制度を取り巻く環境と現在の制度―日本の社会保障制度の特徴―」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000166513.pdf

少子高齢社会に対応した社会保障制度の構造改革
1989（平元）年　ゴールドプラン策定
1990（平２）年　老人福祉法等福祉８法の改正（在宅福祉サービスの推進、福祉サー

ビスの市町村への一元化）
1994（平６）年　エンゼルプラン、新ゴールドプラン策定

年金制度改正（厚生年金の定額部分の支給開始年齢引上げ等）
1997（平９）年　介護保険法制定
1999（平11）年　新エンゼルブラン策定
2000（平12）年　介護保険開始
2003（平15）年　次世代育成支援対策推進法制定・少子化社会対策基本法制定
2004（平16）年　年金制度改革（世代間公平のためのマクロ経済スライドの導入等）
2005（平17）年　介護保険改革（予防重視型システムへの転換、地域密着型サービス

の創設）
2006（平18）年　医療制度改革（医療費適正化の総合的な推進等）
2012（平24）年　社会保障・税一体改革

戦後の緊急援護と基盤整備（いわゆる「救貧」）
1946（昭21）年　生活保護法制定
1947（昭22）年　児童福祉法制定
1948（昭23）年　医療法、医師法制定
1949（昭24）年　身体障碍者福祉法制定
1950（昭25）年　制度審勧告（社会保障制度に関する勧告）
国民皆保険・皆年金と社会保障制度の発展（いわゆる「救貧」から「防貧」へ）

1958（昭33）年　国民健康保険法改正（国民皆保険）
1959（昭34）年　国民年金法制定（国民皆年金）
1961（昭36）年　国民皆保険・皆年金の実施
1963（昭38）年　老人福祉法制定
1973（昭48）年　福祉元年（老人福祉法改正（老人医療費無料化）、健康保険法改正

（家族７割給付、高額療養費）、年金制度改正（給付水準引上げ、物
価・賃金スライドの導入））

安定成長への移行と社会保障制度の見直し
1982（昭57）年　老人保健法制定（一部負担の導入等）
1984（昭59）年　健康保険法等改正（本人９割給付、退職者医療制度）
1985（昭60）年　年金制度改正（基礎年金導入、給付水準適正化、婦人の年金権確立）

医療法改正（地域医療計画）



六
八
・
六
兆
円
（
五
九
・
七
％
）
の
負
担
と
な

る
。
税
負
担
は
四
六
・
三
兆
円
（
四
〇
・
三
％
）

で
、
そ
の
う
ち
中
央
政
府
が
三
二
・
七
兆
円

（
二
八
・
四
％
）、
地
方
政
府
が
一
三
・
六
兆
円

（
一
一
・
九
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
検

討
し
て
い
る
の
は
中
央
政
府
の
負
担
分
で
あ

る
。社

会
保
障
給
付
費
の
増
大
と
共
に
公
費
負
担

も
増
大
し
て
い
っ
た
が
、
社
会
保
障
関
係
費
の

増
大
に
よ
っ
て
所
得
格
差
が
是
正
さ
れ
て
い
る

点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
図
表
７
を
み
る

と
、
二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
か
ら
二
〇
一

四
（
平
成
二
六
）
年
ま
で
の
間
、
当
初
所
得
の

ジ
ニ
ー
係
数
は
〇
・
四
九
八
三
か
ら
〇
・
五
七

〇
四
と
増
加
し
て
い
る
。
ジ
ニ
係
数
は
不
平
等

を
示
す
指
標
で
、
一
に
近
い
ほ
ど
不
平
等
で
、

ゼ
ロ
は
完
全
な
平
等
を
示
す
。
当
初
所
得
の
ジ

ニ
ー
係
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
格
差
が
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図表５　社会保障給付費と財源

給付費

公費

保険料
年金
56.7

医療
37.9

介護・福祉
その他
23.7

（うち介護10.0）

給付費
118.3兆円

保険料
66.3

国庫負担
32.2

地方負担
13.1

財源
111.6兆円
＋資産収入

資産収入等

平成28年度 平成28年度

多
く
は
借
金

39.5

0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26（年度）

20

40

60

80

100

（兆円）

65.2
16.216.2

44.8

112.1

47.4

（出所）財務省「日本の財政関係資料」（2017年）
http://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/201704_00.pdf
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図表６　社会保障の給付と負担の現状（2017年予算）

年金  56.7兆円（47.1%）
《対GDP比  10.2%》

医療  38.9兆円（32.3%）
《対GDP比  7.0%》

【負担】

【給付】 社会保障給付費

福祉その他
24.8兆円（20.6%）
《対GDP比  4.5%》
うち介護10.6兆円（8.8%）
《対GDP比  1.9%》

うち子ども・子育て6.1兆円（5.1%）
《対GDP  比1.1%》

保険料  68.6兆円（59.7%） 税  46.3兆円（40.3%）

うち被保険者拠出
36.6兆円（31.8%）

うち事業主拠出
32.0兆円（27.8%）

うち国
32.7兆円（28.4%）

うち地方
13.6兆円
（11.9%）

積
立
金
の
運
用
収
入
等

各制度における
保険料負担

国（一般会計）社会保障関係費等
※2017年度予算
　社会保障関係費32.5兆円（一般歳出の55.6%を占める）

都道府県
市町村

（一般財源）

（出所）厚生労働省「社会保障制度を取り巻く環境と現在の制度―日本の社会保障制度の特徴―」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000128232.pdf

図表７　所得再分配による所得格差是正効果（ジニ係数）

※１　再分配による改善度＝１－④／①
※２　社会保障による改善度＝１－②／①×④／③
※３　税による改善度＝１－③／②
（出所）厚生労働省「平成26年所得再分配調査報告書」

http://www.mhlw.go.jp/fi le/04-Houdouhappyou-12605000-Seisakutoukatsukan-
Seisakuhyoukakanshitsu/h26hou.pdf

平成26年

調査年

28.3％
31.0％

ジニ係数

4.5％
4.5％

平成23年 0.5536 0.4067 0.3791
0.5704 0.4057 0.3759

31.5％
34.1％

当初所得

①

①＋
社会保障給付金
－社会保険料

②

再分配所得
（③＋現物給付）

④

再分配
による
改善度
※１

社会保障による
改善度
※２

税による
改善度
※３

％ ％ ％
平成14年 0.4983 0.3989 0.3812 23.5％ 20.8％ 3.4％
平成17年 0.5263 0.4059 0.3873 26.4％ 24.0％ 3.2％
平成20年 0.5318 0.4023 0.3758 29.3％ 26.6％ 3.7％

可処分所得
（②－税金）

③

0.3854
0.3930
0.3873
0.3885
0.3873

ジニ係数の改善度



拡
大
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
社
会
保
障
と
税
に
よ
る
再
配
分
所
得
を
み
る
と
、
ジ
ニ
ー
係
数
は
低
下
し
、

格
差
は
是
正
さ
れ
て
い
る
。
再
配
分
所
得
を
み
る
と
、
ジ
ニ
ー
係
数
は
二
〇
〇
二
年
の
〇
・
四
九
六
三
が
〇
・
三
八
五
四
と
な
り
、

二
〇
一
四
年
の
〇
・
五
七
〇
四
が
〇
・
三
七
五
九
と
改
善
し
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
と
二
〇
一
四
年
を
比
較
し
て
も
改
善
し
て
い
る
。

再
配
分
に
よ
る
改
善
度
の
寄
与
度
を
み
る
と
、
二
〇
一
四
年
の
社
会
保
障
の
寄
与
度
は
三
一
・
〇
％
、
税
の
寄
与
度
は
四
・
五
％
で

あ
り
、
他
の
年
度
に
つ
い
て
も
同
じ
傾
向
が
み
ら
れ
、
社
会
保
障
の
寄
与
度
は
大
き
い
。
日
本
で
も
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
が
、
主

と
し
て
社
会
保
障
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
財
政
の
所
得
配
分
機
能
に
よ
っ
て
、
格
差
の
拡
大
を
防
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
急
速
な
高
齢
化
と
医
療
費
・
介
護
費
の
急
増

社
会
保
障
関
係
費
が
増
加
す
る
第
二
の
理
由
は
、
高
齢
化
が
急
速
に
進
み
、
そ
の
結
果
、
医
療
費
と
介
護
費
が
急
増
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

高
齢
化
の
指
標
は
、
六
五
歳
以
上
が
全
人
口
に
占
め
る
割
合
、
す
な
わ
ち
、
高
齢
化
率
で
あ
る
。
世
界
保
健
機
関
や
国
連
の
定
義

で
は
、
高
齢
化
率
七
％
超
が
高
齢
化
社
会
、
高
齢
化
率
一
四
％
が
高
齢
社
会
、
高
齢
化
率
二
一
％
超
が
超
高
齢
化
社
会
と
さ
れ
て
い

る
（
金
融
調
査
会
「
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
に
資
す
る
金
融
の
あ
り
方
」（
二
〇
一
七
年
七
月
）
三
頁
参
照
）。
図
表
８
を
み
な

が
ら
、
日
本
の
高
齢
化
と
人
口
動
態
を
辿
っ
て
み
よ
う
。
日
本
の
高
齢
化
社
会
は
、
す
で
に
一
九
七
〇
年
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
高
齢

社
会
と
な
る
の
は
一
九
九
四
年
で
あ
る
。
こ
の
年
、
高
齢
化
率
は
一
四
・
一
％
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
高
齢
化
率
二
一
・

五
％
と
な
り
超
高
齢
化
社
会
が
始
ま
り
、
二
〇
一
七
年
の
今
日
、
高
齢
化
率
は
二
八
％
と
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
高
齢
化
は
進
み
、

団
塊
世
代
が
六
五
歳
と
な
る
二
〇
二
五
年
に
は
三
〇
・
〇
％
、
二
〇
三
五
年
に
は
三
三
・
四
％
と
な
っ
て
人
口
の
三
人
に
一
人
が
高

齢
者
と
な
る
。
社
会
保
障
制
度
を
担
う
現
役
世
代
人
口
は
減
少
し
、
現
役
世
代
人
口
と
高
齢
者
人
口
の
比
は
一
九
八
〇
年
が
七
・
四
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人
だ
っ
た
の
に
対
し
、
一

九
三
五
年
に
は
一
・
七
人

と
な
る
。
日
本
の
高
齢
化

の
進
展
は
日
本
の
歴
史
だ

け
で
な
く
、
諸
外
国
に
も

例
を
見
な
い
超
高
速
の
高

齢
化
進
展
で
あ
る
。

高
齢
化
の
進
展
と
共
に

社
会
保
障
関
係
費
は
増
大

す
る
。
特
に
、
医
療
費
と

介
護
費
の
急
増
で
あ
る
。

図
表
９
は
年
齢
別
に
み
た

一
人
当
り
の
医
療
費
と
介

護
費
で
あ
る
。
ま
ず
、
医

療
費
を
み
る
と
、
六
四
歳

以
下
で
は
年
間
一
八
万
円

だ
が
、
六
五
歳
か
ら
七
四

歳
は
五
五
・
四
万
円
と
三
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図表８　我が国の人口および高齢化の推移

高 齢 者 人 口

年 少 人 口

現役世代人口現役世代人口

9.1 9.1 

14.1 14.1 

21.5 21.5 
26.7 26.7 

33.4 33.4 

38.8 38.8 

20152015年

20352035年

20072007年

高齢化率高齢化率

20502050年

19801980年
19941994年 「超高齢社会」の始まり

「高齢社会」の始まり

高 齢 者 人 口

年 少 人 口

現役世代人口

9.1 

14.1 

21.5 
26.7 

33.4 

38.8 

2015年

2035年

2007年
３人に１人が高齢者
になる社会の到来

高齢化率

2050年

1980年
1994年

※2016年以降は推定値

総人口
年少人口（0～ 14歳）
現役世代人口（15～ 64歳）
高齢者人口（65歳以上）

現役世代人口／高齢者人口

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000
（万人）（万人）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050（年）

（%）

2050年2035年2015年1980年
9,708 万人
939 万人
5,001 万人
3,768 万人

1.3 人

11,212 万人
1,129 万人
6,343 万人
3,741 万人

1.7 人

12,710 万人
1,595 万人
7,728 万人
3,387 万人

2.3 人

11,706 万人
2,752 万人
7,888 万人
1,065 万人

7.4 人

（出所）金融調査研究会「持続可能な社会保障制度に資する金融のあり方」2017年７月　３頁

75歳以上
1.5

14.5
27.3
27.3

医療費

65～74歳 55.4
90.7

国民医療費Ａ 国庫負担Ｂ B/A
介護費

国庫負担Ｂ B/A 介護費Ａ

7.8 14.1 5.5
35.6 39.3 53.2

図表９　年令別にみた１人当たりの医療費と介護費（2014年）

（単位：万円、％）

（注１）「日本の財政関係資料」（2017年）より作成
（注２）2014年から2025年までの間、65～74歳の人口増は約230万人、75歳以上は約590万人。

全人口に占める割合は、65～74歳が13.4％から12.3％に減少し、75歳以上は12.5％から18.1％
に増加する。

64歳以下 18.0 2.5 13.9 － － －



倍
と
な
り
、
七
五
歳
以
上
に
な
る
と
九
〇
・
七
万
円
、
六
四
歳
以
下
の
五
倍
に
急
増
す
る
。
国
庫
負
担
は
七
五
歳
以
上
で
三
五
・
六

万
円
、
医
療
費
に
占
め
る
公
的
負
担
は
実
に
三
九
・
三
％
と
な
る
。
介
護
費
は
六
五
歳
以
上
か
ら
発
生
す
る
が
、
七
四
歳
ま
で
は

五
・
五
万
円
、
七
五
歳
以
上
は
五
三
・
二
万
円
、
国
庫
負
担
は
一
四
・
五
万
円
、
国
庫
の
負
担
比
率
は
二
七
・
三
％
と
な
る
。

社
会
保
障
給
付
費
に
占
め
る
医
療
費
の
割
合
は
三
二
・
三
％
、
介
護
費
は
一
〇
％
で
あ
っ
た
（
二
〇
一
七
年
）。
医
療
費
や
介
護

費
が
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
の
は
、
高
齢
化
進
展
の
結
果
で
あ
る
。

（
３
）
急
激
な
変
化
と
公
費
負
担
の
増
加

第
三
の
理
由
は
、
従
来
の
社
会
保
障
制
度
の
枠
組
み
が
急
激
な
外
的
変
化
に
対
応
で
き
な
い
結
果
、
社
会
保
障
関
係
費
が
増
加
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
日
本
が
誇
る
国
民
皆
保
険
・
皆
年
金
制
度
が
実
施
さ
れ
た
の
は
一
九
六
一
年
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
の
高
齢
化

率
は
五
・
七
％
、
六
五
歳
以
上
を
支
え
る
世
代
（
一
五
〜
六
四
歳
）
は
一
一
・
二
人
で
あ
っ
た
。
今
日
の
社
会
保
障
制
度
の
基
本
的

な
枠
組
み
は
、
高
齢
化
以
前
の
時
代
に
作
ら
れ
た
制
度
で
あ
り
、
医
療
費
な
ど
の
必
要
の
無
い
世
代
が
圧
倒
的
な
時
代
で
あ
っ
た
。

高
齢
化
の
進
展
、
医
療
費
な
ど
の
急
増
、
高
価
な
新
薬
の
開
発
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
皆
保
険
・
皆
年
金
の
制
度
が
作
ら
れ
た

時
点
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
新
た
な
変
化
に
よ
っ
て
、
公
的
負
担
が
増
加
し
て
い
る
点
に
格
段
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
高

齢
化
と
共
に
公
的
負
担
が
増
大
す
る
原
因
に
つ
い
て
、
日
本
の
社
会
保
障
研
究
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
井
堀
利
宏
氏
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
本
来
、
社
会
保
障
関
係
費
は
、
高
齢
化
が
進
ん
で
も
そ
れ
ほ
ど
伸
び
な
い
は
ず
で
す
。
年
金
の
場
合
、
年
金
保
険
料
を
基
に
年

金
給
付
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
っ
て
年
金
保
険
料
は
増
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
般
会
計
の
歳
出
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が
増
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。
医
療
の
場
合
も
、
健
康
保
険
料
と
医
療
費
が
均
衡
す
る
の
が
医
療
保
険
の
本
来
の
姿
で
す
。

高
齢
化
の
進
展
に
伴
っ
て
一
般
会
計
の
歳
出
が
増
え
る
の
は
、
医
療
保
険
で
も
年
金
保
険
で
も
、
保
険
料
で
カ
バ
ー
で
き
な
い
経

費
を
国
庫
が
負
担
し
て
い
る
た
め
で
す
。
具
体
的
に
年
金
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
、
基
礎
年
金
は
、
本
来
、
年
金
保
険
料
で
賄
わ
れ

る
の
が
筋
で
す
が
、
現
実
に
は
二
分
の
一
が
税
金
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
な
ど
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
と
併

せ
て
、
基
礎
年
金
に
対
す
る
補
助
率
が
三
分
の
一
か
ら
二
分
の
一
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
た
め
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
年
金
に
せ
よ
、

医
療
に
せ
よ
、
保
険
料
で
賄
い
き
れ
る
経
費
を
一
般
会
計
の
歳
出
で
カ
バ
ー
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
っ
て
一

般
会
計
に
お
い
て
社
会
保
障
関
係
費
が
拡
大
を
続
け
て
い
る
状
況
を
ど
う
変
え
て
い
く
か
、
こ
れ
が
今
後
の
大
き
な
検
討
課
題
と
な

り
ま
す
」（
井
堀
利
宏
「（
講
演
）
我
が
国
財
政
の
現
状
と
税
財
政
改
革
の
方
向
性
」
証
券
レ
ビ
ュ
ー
　
二
〇
一
七
年
三
月
　
五
七
巻

三
号
　
五
八
頁
）。

こ
こ
で
は
井
堀
氏
は
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
。
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
垣
添
忠
生
氏
と
石
弘
光
氏

の
対
談
で
高
価
な
が
ん
治
療
新
薬
「
オ
ブ
ジ
ー
ボ
」
を
取
り
上
げ
、
医
療
保
険
制
度
の
問
題
点
を
極
め
て
シ
ャ
ー
プ
に
浮
か
び
上
が

ら
せ
て
い
る
。

垣
添
忠
生
「
こ
れ
は
（
オ
ブ
ジ
ー
ボ
）、
免
疫
に
働
き
か
け
る
新
タ
イ
プ
の
が
ん
治
療
薬
で
す
。
・
・
・
患
者
一
人
当
り
年
間
三

五
〇
〇
万
円
か
か
り
、
そ
の
大
半
が
保
険
や
税
金
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
・
・
・
こ
の
薬
の
治
療
対
象
と
な
る
が
ん
は
、
今
後
、
増

え
て
い
き
ま
す
。
・
・
・
こ
の
よ
う
な
状
態
が
続
く
と
、
世
界
で
も
評
価
が
高
い
我
が
国
の
国
民
皆
保
険
制
度
は
も
た
な
い
と
思
い

ま
す
」。
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石
弘
光
「
日
本
の
医
療
制
度
は
一
九
六
〇
年
代
初
め
、
人
口
が
高
齢
化
し
て
い
な
い
、
が
ん
患
者
も
少
な
い
時
代
に
作
ら
れ
ま
し

た
。
今
は
、
が
ん
患
者
が
増
え
、
高
額
な
薬
・
医
療
機
器
が
登
場
し
、
国
民
医
療
費
は
年
間
四
〇
兆
円
を
超
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

一
方
で
、
経
済
の
発
展
が
停
滞
し
、
税
収
は
増
え
ま
せ
ん
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
現
在
の
医
療
制
度
は
も
た
な
い
と
思
い
ま
す
」（
中

央
公
論
　
石
弘
光
・
垣
添
忠
生
対
談
「
末
期
膵
臓
が
ん
で
も
私
は
負
け
な
い
」
二
〇
一
七
年
三
月
号
）。

垣
添
氏
は
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
名
誉
総
長
で
あ
り
、
こ
の
分
野
の
最
高
峰
で
あ
る
。
ま
た
、
石
氏
は
長
ら
く
税
制
調
査
会
長
を
務

め
る
な
ど
税
制
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
現
在
、
膵
臓
が
ん
と
闘
っ
て
い
る
患
者
で
も
あ
る
。
こ
の
二
人
が
今
日
の
医
療
制
度
の
問
題

点
を
共
有
し
、
医
療
保
険
制
度
が
危
機
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
４
）
国
民
負
担
率
の
国
際
比
較

第
四
は
、
社
会
保
障
の
受
益
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
で
あ
る
。
図
表
10
に
よ
っ
て
社
会
保
障
支
出
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
み
る
と
、

日
本
は
英
国
や
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
と
ほ
ぼ
同
一
水
準
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
社
会
保
障
は
英
国
や
ド
イ
ツ
と
ほ
ぼ
同
一
水
準

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
国
民
負
担
率
を
み
る
と
、
事
情
は
異
な
る
。
日
本
の
国
民
負
担
率
は
英
国
や
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
と
比
較
し

て
著
し
く
低
い
。
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
低
負
担
・
低
福
祉
だ
が
、
日
本
の
場
合
、
低
負
担
・
高
福
祉
と
い
う
図
式
に
な
る
。
低
負

担
・
高
福
祉
が
な
ぜ
可
能
か
。
疑
問
を
解
く
鍵
は
図
表
11
に
あ
る
。
図
表
11
を
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
日
本
の
国
民
負
担
率
は
イ
ギ
リ

ス
、
ド
イ
ツ
に
比
べ
て
低
い
。
し
か
し
、
潜
在
的
な
国
民
負
担
率
を
み
る
と
、
そ
の
差
は
ぐ
っ
と
縮
ま
っ
て
く
る
。
潜
在
的
負
担
率

は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
で
は
、
潜
在
的
負
担
率
と
は
何
か
。
財
政
赤
字
で
あ
る
。
国
債
を
発
行
し
て
、
次
世
代
の
負
担
で
社
会

保
障
制
度
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
低
負
担
・
高
福
祉
は
、
財
政
赤
字
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
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財
政
債
赤
字
の
拡
大
に
よ
っ
て
低

負
担
・
高
福
祉
を
支
え
、
そ
の
結

果
、
社
会
保
障
関
係
費
が
増
加
し

て
い
る
。

３
　
赤
字
国
債
の
膨
張
構
造

（
１
）
税
収
減
少
の
原
因

バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
財
政
構
造
の

特
徴
は
歳
出
の
増
加
と
税
収
の
減

少
で
あ
っ
た
。
税
収
が
減
少
し
た

の
は
、
第
一
に
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後

の
長
引
く
デ
フ
レ
に
よ
っ
て
名
目

成
長
率
が
低
下
し
、
税
収
が
減
少

し
た
か
ら
で
あ
る
。
名
目
成
長
率

が
上
昇
し
な
い
限
り
、
税
収
の
増

大
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
成
長

無
く
し
て
財
政
再
建
な
し
、
と
い

（72）

図表10 社会保障の受益と負担のバランス
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え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
税
収
減
少
は
、
単
に
デ
フ
レ
の
影
響
だ

け
で
は
な
い
。
税
収
減
少
の
第
二
の
原
因
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
減
税
政
策

で
あ
る
。
ま
ず
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
次
々
と
所
得
税
の
累
進
税
率
が
引

き
下
げ
ら
れ
た
。
累
進
税
率
が
フ
ラ
ッ
ト
化
し
、
刻
み
を
大
ま
か
に
し

て
い
っ
た
。
資
産
課
税
率
も
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
相
続
税
や
贈
与
税
が

引
き
下
げ
ら
れ
、
累
進
税
率
の
フ
ラ
ッ
ト
化
が
進
み
、
刻
み
も
大
ま
か

に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
所
得
税
や
資
産
課
税
の
引
下
は
金
持
ち
優
遇

の
減
税
政
策
と
言
わ
れ
て
い
る
。
更
に
、
特
別
減
税
（
一
九
九
四
年
、

一
九
九
五
年
、
一
九
九
八
年
）、
恒
久
的
減
税
（
一
九
九
八
年
）
等
の
減

税
政
策
が
実
施
さ
れ
た
。

第
三
に
、
消
費
増
税
の
問
題
で
あ
る
。
消
費
税
は
一
九
九
七
年
四
月
、

三
％
か
ら
五
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
消
費
税
引
上
の
必
要

性
が
議
論
さ
れ
な
が
ら
も
、
長
ら
く
の
間
、
引
き
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

民
主
党
の
鳩
山
首
相
は
、
二
〇
〇
九
年
九
月
、「
消
費
税
率
は
四
年
間
上

げ
な
い
」
と
す
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
総
選
挙
に
勝
利
し
、
政
権
交
代
を

実
現
し
た
。
二
〇
一
二
年
六
月
、
民
主
党
の
野
田
内
閣
の
下
で
「
社
会

保
障
・
税
の
一
体
改
革
」
法
案
が
成
立
し
た
。
こ
の
法
案
に
基
づ
い
て
、
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図表11 国民負担率の国際比較
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二
〇
一
四
年
四
月
、
消
費
税
率
は
五
％
か
ら
八
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
だ
が
、
一
体
改
革
法
案
に
基
づ
く
八
％
か
ら
一
〇
％
へ
の

引
上
は
、
こ
れ
ま
で
二
回
、
延
期
さ
れ
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
に
実
施
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
長
ら
く
の
間
、
消
費
税
の
引
上
が
実

施
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
更
に
、
実
施
の
延
期
は
、
さ
も
な
く
ば
得
た
で
あ
ろ
う
税
収
が
減
少
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
２
）
社
会
保
障
関
係
費
の
調
達
と
赤
字
国
債
の
発
行

税
収
が
減
少
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
保
障
関
係
費
の
増
加
に
よ
っ
て
歳
出
は
膨
張
し
て
い
っ
た
。
歳
入
不
足
は
赤
字

国
債
の
発
行
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
。
赤
字
国
債
発
行
に
は
、
建
設
国
債
と
異
な
り
発
行
限
度
額
の
規
定
が
な
い
。
建
設
国
債
に
は

公
共
事
業
の
範
囲
内
と
い
う
発
行
額
限
度
規
制
が
あ
る
。
赤
字
国
債
は
財
政
法
第
四
条
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
発
行
限

度
額
規
定
な
ど
あ
り
よ
う
が
な
い
。
財
政
法
第
四
条
の
例
外
と
し
て
、
赤
字
国
債
は
特
例
公
債
法
に
基
づ
い
て
発
行
さ
れ
る
。
特
例

公
債
法
は
、
一
九
八
四
年
ま
で
赤
字
国
債
償
還
に
つ
い
て
現
金
償
還
ル
ー
ル
と
い
う
事
実
上
の
発
行
制
限
規
定
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
赤
字
国
債
が
最
初
の
満
期
を
迎
え
る
一
九
八
五
年
、
現
金
償
還
ル
ー
ル
は
破
棄
さ
れ
、
発
行
制
限
規
定
が
消
滅
し
た
。
そ
の
結

果
、
赤
字
国
債
は
無
制
限
に
発
行
可
能
に
な
っ
た
。

図
表
12
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
間
、
国
債
の
増
加
要
因
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
普
通
国
債
残

高
は
六
九
二
兆
円
、
増
加
し
て
い
る
。
財
務
省
の
分
析
に
よ
る
と
、
社
会
保
障
関
係
費
の
増
加
に
起
因
す
る
国
債
残
高
の
増
加
は
二

七
二
兆
円
、
税
収
減
に
起
因
す
る
国
債
残
高
の
増
加
は
一
九
九
兆
円
と
試
算
し
て
い
る
。
こ
の
計
算
に
従
う
と
、
国
債
発
行
残
高
の

四
〇
％
が
社
会
保
障
関
係
費
に
起
因
す
る
こ
と
に
な
る
。
膨
張
す
る
社
会
保
障
関
係
費
は
赤
字
国
債
の
発
行
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
た
。
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（
３
）
国
債
費
と
過
去
の
社

会
保
障
関
係
費

国
債
費
は
社
会
保
障
関
係
費

に
次
ぐ
最
大
の
支
出
項
目
で
あ

り
、
一
九
九
〇
年
以
降
、
増
加

の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
。
国
債

費
は
過
去
に
調
達
さ
れ
た
財
源

の
元
利
支
払
費
で
あ
る
。
一
九

九
〇
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で

の
間
、
国
債
残
高
は
六
九
二
兆

円
、
増
加
し
た
が
、
そ
の
う
ち

二
七
二
兆
円
が
社
会
保
障
関
係

費
に
充
当
さ
れ
て
い
た
。

今
年
度
の
一
般
会
計
の
国
債

費
は
二
三
・
五
兆
円
で
あ
り
、

普
通
国
債
残
高
八
六
五
兆
円
に

対
す
る
元
利
支
払
費
で
あ
る
。

普
通
国
債
残
高
に
は
一
九
九
〇
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図表12 普通国債残高の増加要因
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その他歳出（除く債務償還費）

社会保障関係費（＋約272兆円）

歳出の増加要因　　：　　＋約399兆円

普通国債残高の増加額（1990年から2017年）：692兆円

地方交付税交付金等（＋84兆円）

公共事業関係費（＋約59兆円）
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その他収入

税収減（＋約199兆円）

税収等の減少要因　　：　　＋約139兆円

（出所）財務省「日本の財政関係資料」（2017年）
http://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/201704_00.pdf



年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
間
に
増
加
し
た
国
債
も
当
然
、
含
ま
れ
て
い
る
。
社
会
保
障
関
係
費
に
充
当
さ
れ
た
国
債
残
高
は
二
七

二
兆
円
だ
か
ら
、
今
年
度
の
国
債
費
に
は
こ
の
分
も
含
ま
れ
て
い
る
。
二
七
二
兆
円
の
国
債
残
高
に
対
応
す
る
国
債
費
は
七
・
四
兆

円
と
な
る
。
七
・
四
兆
円
は
過
去
に
調
達
さ
れ
た
社
会
保
障
関
係
費
の
元
利
支
払
費
で
あ
る
。

従
っ
て
、
今
年
度
の
社
会
保
障
関
係
費
は
新
た
に
増
加
す
る
費
用
と
過
去
に
調
達
し
た
財
源
の
元
利
支
払
費
（
国
債
費
）
の
合
計

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
年
度
の
新
た
に
発
生
す
る
社
会
保
障
関
係
費
は
三
二
・
四
兆
円
、
国
債
費
は
七
・
四
兆
円
、
合
計
三
九
・

八
兆
円
、
こ
れ
が
今
年
度
の
一
般
会
計
に
お
け
る
社
会
保
障
関
係
費
の
総
額
で
あ
る
。
一
般
会
計
歳
出
総
額
は
九
七
・
四
兆
円
だ
か

ら
、
こ
の
社
会
保
障
関
係
費
は
一
般
会
計
歳
出
総
額
の
四
一
％
に
相
当
す
る
。

４
　
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
維
持
が
困
難

（
１
）
二
〇
二
五
年
問
題

超
高
齢
化
社
会
は
二
〇
〇
七
年
か
ら
は
じ
ま
り
、
二
〇
一
七
年
の
高
齢
化
率
は
二
八
％
に
な
っ
た
。
高
齢
化
は
更
に
進
展
す
る
が
、

二
〇
二
五
年
に
は
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。
こ
の
年
、
団
塊
世
代
が
高
齢
化
を
迎
え
る
か
ら
で
あ
る
。

図
表
13
は
、
二
〇
二
五
年
度
の
社
会
保
障
費
を
推
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
二
年
度
と
二
〇
二
五
年
度
を
比
較
し
て
、
Ｇ
Ｄ

Ｐ
は
一
・
二
七
倍
増
加
す
る
と
前
提
し
て
年
金
、
医
療
費
、
介
護
費
は
ど
れ
ほ
ど
増
加
す
る
か
、
試
算
す
る
。
ま
ず
、
年
金
は
一
・

一
二
倍
と
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
増
加
の
範
囲
内
に
留
ま
っ
て
い
る
。
年
金
の
場
合
、
保
険
料
と
密
接
に
連
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は

医
療
費
と
介
護
費
で
あ
る
。
医
療
は
一
・
五
四
倍
、
介
護
は
二
・
三
四
倍
と
な
り
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
増
加
を
大
幅
に
上
回
る
。

医
療
費
、
介
護
費
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
大
幅
に
上
回
る
部
分
は
国
庫
負
担
、
す
な
わ
ち
、
社
会
保
障
関
係
費
の
大
幅
な
増
加
と
な
る
。
社

会
保
障
関
係
費
が
増
加
す
れ
ば
、
今
日
の
社
会
保
障
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
る
。
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（
２
）
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
維
持
す

る
た
め
に

社
会
保
障
制
度
の
維
持
が
困
難
に
な
っ
て
も
、

高
福
祉
を
低
福
祉
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

と
い
う
の
も
、
財
政
の
所
得
再
配
分
機
能
に
よ
っ

て
格
差
が
是
正
さ
れ
、
ま
た
、
社
会
保
障
の
充
実

は
国
民
生
活
の
最
優
先
課
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

持
続
可
能
な
財
政
制
度
を
維
持
す
る
に
は
、
ま

ず
、
超
高
齢
化
や
高
価
な
新
薬
の
登
場
に
対
応
し

た
医
療
制
度
等
の
変
更
を
加
え
た
上
で
、
次
に
、

社
会
保
障
関
係
費
の
増
加
に
対
応
す
る
新
た
な
財

源
を
見
つ
け
る
以
外
に
な
い
。
赤
字
国
債
の
発
行

は
現
在
の
福
祉
を
将
来
世
代
の
負
担
で
賄
う
も
の

で
あ
り
、
将
来
世
代
に
と
っ
て
財
産
放
棄
の
で
き

な
い
負
の
遺
産
で
あ
る
。
従
っ
て
、
増
大
す
る
社
会
保
障
関
係
費
の
財
源
調
達
は
税
負
担
の
増
加
、
消
費
税
の
引
上
以
外
に
他
の
方

策
は
見
当
た
ら
な
い
。
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図表13 2025年度の社会保障費の推定

109.5兆円

その他 7.4兆円

その他 9.0兆円

介護 8.4兆円

医療
35.1兆円

医療
54.0兆円

年金
53.8兆円

年金
60.4兆円年金

1.12倍

医療
1.54倍

介護
19.8兆円

介護
2.34倍

GDP 479.6兆円
【2012年度】

GDP 610.6兆円
【2025年度】GDP

1.27倍

子ども子育て
4.8兆円

子ども子育て 5.6兆円

148.9兆円

社会保障に係る費用
1.36倍

（出所）財務省「これからの日本のために財政を考える」（2017年）
http://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/201704_
00_kanryaku.pdf



５
　
衆
議
院
選
挙
の
争
点
に
つ
い
て

消
費
税
の
増
税
が
衆
議
院
選
挙
の
大
き
な
争
点
に
な
っ
て
き
た
。
一
〇
月
一
日
の
現
時
点
で
は
各
党
の
具
体
的
な
選
挙
公
約
は
発

表
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
民
進
党
の
行
方
な
ど
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
新
聞
報
道
を
通
じ
て
各
党
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
は

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
自
民
党
は
予
定
通
り
二
〇
一
九
年
一
〇
月
に
消
費
税
を
八
％
か
ら
一
〇
％
に
引
き
上
げ
る
と
し
て
い
る
が
、

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
級
の
変
化
が
無
い
限
り
、
と
条
件
付
き
で
あ
る
。
民
進
党
も
消
費
税
の
引
上
を
予
定
し
て
い
る
。
希
望
の
党
は

消
費
増
税
の
凍
結
、
公
明
党
は
現
在
の
と
こ
ろ
沈
黙
、
共
産
党
は
消
費
税
の
引
上
に
反
対
の
立
場
で
あ
る
。

消
費
税
の
増
税
分
に
つ
い
て
も
配
分
を
巡
っ
て
主
張
が
異
な
っ
て
い
る
。
民
進
党
は
増
税
分
を
財
政
再
建
か
ら
就
学
前
教
育
の
無

償
化
な
ど
に
広
く
バ
ラ
マ
ク
と
主
張
し
て
い
る
。
自
民
党
は
増
税
分
五
兆
円
強
の
う
ち
二
兆
円
強
を
政
府
の
借
金
返
済
に
充
当
す
る

が
、
残
余
は
「
人
づ
く
り
革
命
」
に
一
・
七
兆
円
、
一
・
一
兆
円
を
社
会
保
障
に
振
り
向
け
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年

六
月
に
合
意
さ
れ
た
「
社
会
保
障
・
税
の
一
体
改
革
」
で
は
、
消
費
税
の
増
税
分
は
使
途
を
限
定
し
、
全
額
を
社
会
保
障
関
係
費
に

充
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
今
回
の
選
挙
で
み
る
各
政
党
の
争
点
に
は
、
こ
の
視
点
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
。

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
維
持
は
国
民
生
活
の
最
優
先
課
題
で
あ
る
。
社
会
保
障
制
度
の
整
備
に
よ
っ
て
国
民
生
活
は
守
ら

れ
、
格
差
の
是
正
に
寄
与
し
て
き
た
。
こ
の
社
会
保
障
制
度
が
、
今
日
、
高
齢
化
の
進
展
に
よ
っ
て
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
の

危
機
は
目
前
に
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
維
持
す
る
に
は
、
現
在
、
何
が
必
要
か
、
こ
の
視
点
か

ら
選
挙
の
争
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
な
か
じ
ま
　
ま
さ
た
か
・
甲
南
大
学
名
誉
教
授
）
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